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第 ４ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年４月１９日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市美杉総合開発センター １階 会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

 

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36森田
も り た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

 

39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

 

                                    以上１５名 

 

欠 席 部 会 委 員  32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査 

 

議 事 録 署 名 者  29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第４号 農業生産法人の定期報告について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可取消について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

使用貸借） 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第４回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日欠席委員ですけど、長谷川委員、渡邊委員が欠席しておりますので、よ

ろしくお願いします。 

       議事録署名委員に、２９番 堀川委員・４２番 片岡委員、御両人よろしく

お願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項から入ります。報告第１号から報告第

４号につきまして事務局より一括して報告を願います。 

       それでは、事務局よろしくお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 栗葉、借り人     、貸し人     、申請地 稲葉

町社宮司    番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３，９２０㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をいたしたものであります。 

       他の２番から１７番についても同じく利用権設定を合意解約いたしたもので

あります。 

       以上、件数は１７件で、４４，６２７㎡、その内容は田４４，１３５㎡、畑

４９２㎡であります。 

       ４ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居、届出者    、届出地 久居小野辺町城ノ越   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２１４㎡、外１７筆で、合計面積 １１，

３１５．６１㎡、取得年月日 平成２３年１月１７日、取得事由     か

ら相続、あっせん等の希望はございません。 

       番号２、地区 栗葉 届出者     、届出地 庄田町宮東   番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 ２３９㎡、外２筆で、合計面積 ７５８㎡。

取得年月日 平成２２年１０月２０日、取得事由     から相続、あっせ

ん等の希望はございません。 

       番号３、地区 大三 届出者    、届出地 白山町二本木沖広   番、

台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 ４９２㎡、合計面積 ２，０３６．５

４㎡ 取得年月日 平成２３年１０月２４日、取得事由     から相続、

あっせん等の希望はございません。 

       以上、件数は３件で１４，１１０．１５㎡、内容は田が４，７６０㎡、畑 ６，

５５６．１５㎡、その他２，７９４㎡でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、譲受人     、譲渡人     、申請地 久居

烏木町   番、台帳地目田・現況地目雑種地、外２筆で、合計面積、面積 ９

７３．８２㎡。 
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       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、４区画の宅地を分

譲しようとするものです。 

       番号２、地区 久居 譲受人     、譲渡人     、申請地 久居

烏木町   番、台帳地目田・現況地目雑種地、外２筆で、合計面積 ３８．

６４㎡。 

       これにつきましては、譲受人は譲渡人が所有する土地との境界線沿いに、平

成３年２月頃、車に乗り降りし易いよう、農地法の規定を知らず境界線沿いの

申請地を整地してしまったものです。始末書の提出がありますので、追認しよ

うとするものでございます。 

       番号３、地区久居 譲受人     、譲渡人     、申請地 久居元

町北出   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３９６㎡。 

       これにつきましては、譲受人は譲渡人より申請地を譲り受け、一般住宅を建

築しようとするものです。 

       番号４、地区 久居 譲受人     、譲渡人      、申請地 久

居中町   番、台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 ２１３㎡。 

       これにつきましては、譲受人は、譲渡人より申請地を譲り受け、駐車場とし

て利用しようとするものです。 

       番号５、地区 久居 譲受人     、譲渡人     、申請地 久居

野口町   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積６６４㎡。 

       これにつきましては、譲受人は、申請人より申請地を譲受け、分譲住宅用地

として宅地造成をしようとするものです。 

       以上、件数は５件で、２，２８５．４６㎡、内容は田１，２２５．４６㎡、

畑１，０６０㎡でございます。 

       次に７ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

       番号１、法人名     、主たる農畜産物 和牛・米・麦、耕作面積田４

６ｈａ、合計４６ｈａ。 

       以上、件数は１件で、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員

要件のすべてを満たしているものと判断されます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま報告がありましたとおりですので、

よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・

所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   恐れ入ります、８ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、でございます。 

       番号１、地区 久居、譲受人     、面積 ３１，４１７㎡、譲渡人 （競

売）、申請地 戸木町卯の花   番、台帳地目 宅地・現況地目 畑、面積

３８０．１６㎡。 

       これにつきましては、譲受人     は、競売により当該申請地を取得し

ようと本年３月、３条許可申請を行いましたが、その後、本年４月９日に担保

不動産の競売の申立てが取下げられ、競売そのものがなくなりました。 
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従って、農業委員会受付が本月１０日となり、本議案の訂正が間に合わなか

ったことから、番号１事案の削除訂正をお願いします。 

       番号２、地区 栗葉、譲受人     、面積 ８，８２２．１９㎡、譲渡

人     、面積 ８，８１７㎡、申請地 稲葉町中山   番、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １，７９２㎡。 

       これにつきましては、労働力不足で営農を縮小しようとする譲渡人より、譲

受人が耕作している農地の近隣である申請地を譲受、経営拡大をしようとする

ものであります。 

番号３  地区  川口、譲受人      は、面積５，４７８㎡、       

譲渡人    、面積２，０２２㎡、申請地 白山町川口関ノ宮   番、台

帳地目・現況地目とも田、面積１，０１１㎡ 外１筆で、合計２，０２２㎡ 

 これにつきましては、譲渡人は、平成元年、２年に資材置場として申請地を

買受けましたが、今回、自社所有地の土地利用計画を見直し、事業縮小し

ようとするため、譲受人が申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするも

のです。 

      番号４、地区大三、譲受人     、面積１，４３０㎡、譲渡

人    、面積６，５２３㎡、申請地 白山町二本木沖広   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積３８０㎡。  

これにつきましては、兼業のため農業経営規模を縮小しようとする譲渡

人が、経営を拡大しようとする譲受人に譲渡しようとするものです。 

番号５、地区下之川、譲受人     、面積８，５６９㎡、譲渡

人     、面積１，１５６㎡、申請地 美杉町下之川中津   番、

台帳地目･現況地目とも畑、面積２３４㎡ 外２筆で合計１，３５５㎡  

これにつきましては、譲渡人が農業経営規模の縮小、および遠方に転出

し耕作が困難になったため、経営を拡大しようとする譲受人に譲渡しよう

とするものです。 

      以上合計件数の４件で、合計面積は５，５４９㎡で、内容は田４，１

９４㎡、畑１，３５５㎡です。 

      以上、議案第１号の各案につきましては、いずれの案件も、農業をま

じめに行い、また農機具も保有しており、周辺の農地に影響もなく、農

地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件のすべてを満た

していると考えます。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った地元委員のご意見   

をお伺いしたいと思います。1番からお願いします。 

 

大井委員   １３日に現地確認を行いました。競売ということで事務局の説明とお

りでございます。よろしくお願いします。 

 

 

鈴木委員   １３日に現地確認を実施しました。内容については事務局の説明どお

りです。 



 5 

 

池田委員   １３日に現地確認を行いました。当時、資材置場に利用する目的で取

得しましたが事業がなくなったため、農地として取得するものです。よ

ろしくお願いします。 

 

森田委員   同じく１３日に現地確認を行いました。場所は、二本木御衣田線から   

亀ケ広へ抜けていく所にあります。詳細につきましては事務局の説明どお

りでございますので、よろしくお願いします。 

 

向田委員   １３日に現地確認を実施しました。事務局の説明どおりでございます。 

よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。

いかがですか。よろしいですか。 

 
部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条の規定による許可取消願について（農

業委員会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条の規定による許可取消願について（農業委員

会許可）でございます。 

      番号 1、地区竹原、申請者    、申請地 美杉町竹原田尻   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積９５５㎡。 

これにつきましては、申請者は平成２０年１月、茶畑であった当該地に  

桧の苗を植林しようと農地転用申請を行いましたが、その後、獣害により

桧の苗は定植することができませんでした。 

こうしましたことから、昨年１２月に再び茶畑として再利用したいと 

の申出があったため、今般、許可の取消を行おうとするものです。 

なお、この後の議案第５号 農業経営基盤強化促進法による農用地利  

用集積により、賃貸借契約をしております。 

案件は以上で、面積９５５㎡、地目は台帳地目・現況地目とも畑でご  

ざいます。以上で説明を終わります。 

 
議  長   ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、現地に立
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ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

萩野委員   許可後、植林をしましたが獣害がひどく定植しなかったが、今後、茶園とし

て利用したいと要望があったので取り消ししますとのことです。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については取消することを決定し

たいと思います。 

      引き続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請

について（農業委員会許可・所有権移転）、を議題とします。 

事務局、説明願います。 

 

事 務 局   恐れ入ります、１０ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区川合、譲受人     、譲渡人     、申請地 一

志町八太笠井田   番、台帳地目・現況地目とも田、面積６３２㎡。   

これにつきましては、前回の３月部会時に、延期となった案件でござい 

まして、譲受人は、譲渡人より申請地を譲受け、土砂、砂、砕石、仮設材

等の土木建築資材置き場として利用しようとするものです。 

前回、了承を得ていなかった水利組合等の了承もいただいております。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区川合、譲受人    、譲渡人     、申請地 一志

町八太欠ノ下   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３７６㎡ほか６

筆で、計３，５０７㎡。 

これにつきましては、平成２２年１１月に当初計画者    で許可を

受けたもので、今回、   が事業を承継し、新たに老人ホーム施設を建

設しようとするものでございます。農地区分は第２種農地でございます。 

番号３、地区家城、譲受人     、譲渡人     、申請地 白

山町南家城野添   番、台帳地目・現況地目とも田、面積４９９㎡。 

      これにつきましては、譲受人は現在借家住まいで手狭なため、祖父で

ある譲渡人から申請地を譲受け、一般個人住宅を建設しようとするもの

であります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件で４，６３８㎡、その内訳は田１，１３１㎡、畑３，５   

０７㎡でございます。 



 7 

いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件 

のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

 
議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち会っていた

だきました地元委員のご意見をお伺いします。１番をお願いします。 

 

守山委員   番号１，２と続けて説明します。番号１については、資材置場であることから、

隣地の農地等へ風で資材が飛んだりしないように、防護ネットを張って飛散を防

ぐようにしていただくということで、許可をしたいと思います。 

       番号２は、以前に   で申請をしていたが、福祉事業の抽選がはずれたため、

建設できないため事業を継承して転用を行うということです。特に問題はないと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

浅井委員   番号３につきましては、祖父の土地を譲り受け、一般住宅と駐車場を建設する

ものです。場所は、   の真南側で、排水路も確保されておりますし何ら問題

ないものと思います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。よろ

しいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長  ただいま審議をいただきました議案第３号について、これにご異議ございませ

んか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することを決定しい

と思います。続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申

請について（農業委員会許可）を議題にします。事務局、よろしくお願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

      議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区川合、借り人     、貸し人     、申請地 一

志町其村北浦   番地、台帳地目･現況地目ともに畑、面積３１４㎡。 

これにつきましては、借り人は、現在、津市内で借家住まいをしていま  

すが、子どもの通学等、今後のことを考えると、両親の家の隣地に住居を

構えたいとして、申請地に一般個人住宅を建設しようとするものでござい

ます。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。以上件数は１件で３１４㎡、

その内容は畑でございます。農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満 たしていると考えます。以上で説明を終わります。 
議  長   ありがとうございます。事務局から説明がありましたが、立ち会っていただき

ました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 
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守山委員   この案件ですが、貸し人は現在、別の所に住んでおり、将来を考えて両親の

隣に新居を構えたいということで、母である貸し人の土地に一般住宅を新築す

るものです。隣地及び地元自治会の同意も得られていますので、よろしくご審

議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたらお願い

します。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長    異議なしと認め、議案第４号を許可いたします。 

 

       引き続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第５号 農業経営基

盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題

とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

      表紙を１枚めくっていただいた集計表をご覧ください。 

右下の合計欄に掲げてありますように、今月は、総合計で、２３９件 

３６８，３４５.０１㎡の集積がありました。 

その内容は、賃貸借と使用貸借及び所有権移転でございます。 

地区別の状況を、一番下の合計欄でご説明いたします。 

      久居地区は、５７件で１１１，９５０㎡、その内訳は、田が１０７，９

６４㎡、畑が３，９８６㎡でございます。 

      一志地区は、１４１件で１９１，６４１.０１㎡、その内訳は、田が１８

８，３９５.０１㎡、畑が３，２４６㎡でございます。 

      白山地区は、３６件で６０，０１１㎡、その内訳は、田６０，０１１㎡

でございます。 

      美杉地区は、５件で４，７４３㎡、その内訳は、田が１，９４８㎡、 

畑が２，７９５㎡でございます。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借及び所有権移転を合わせて

３５８，３１８.０１㎡で、畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて、１

０，０２７㎡で、総合計が２３９件で３６８，３４５.０１㎡となっており

ます。 

      賃貸借と使用貸借及び所有権移転の内訳はご覧のとおりでございます。 

 また、認定農業者への集積状況は１０６件で、３０９，０５８.３１㎡ と

なっております。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほど、宜しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見

をお伺いします。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました議案第５号に

ついて、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて終了いたしました。ありがと

うございます。 

 

これをもちまして、第４回第２農地部会を閉会します。 

 

                             午後２時５０分 

  

上記は、第４回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年４月１９日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              


